
伊 丹 市 こ ど も 総 合 支 援 セ ン タ ー 設 置 運 営 要 綱 （ 令 和 ６ 年  

６ 月 制 定 ）  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 児 童 及 び 妊 産 婦 の 福 祉 に 関 す る 包 括 的 な 支 援

を 行 う た め ， 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 １ ０ 条

の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 設 置 す る 伊 丹 市 こ ど も 総 合 支 援 セ ン タ

ー（ 以 下「 セ ン タ ー 」と い う 。）の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

 （ 設 置 場 所 ）  

第 ２ 条  セ ン タ ー は ， 健 康 福 祉 部 保 健 医 療 推 進 室 母 子 保 健 課 及 び 健

康 福 祉 部 生 活 支 援 室 こ ど も 福 祉 課 に 置 く 。  

 （ 業 務 内 容 ）  

第 ３ 条  セ ン タ ー は ， 児 童 及 び 妊 産 婦 の 福 祉 に 関 し ， 次 に 掲 げ る 業

務 を 行 う 。  

⑴  児 童 福 祉 法 第 １ ０ 条 の ２ 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 業 務 に 関 す る こ

と 。  

⑵  母 子 保 健 法 （ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第 １ ４ １ 号 ） 第 ２ ２ 条 第 １ 項 第

１ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 事 業 に 関 す る こ と 。  

（ 職 員 ）  

第 ４ 条  セ ン タ ー に ， 次 の 職 員 を 置 く 。  

⑴  セ ン タ ー 長  

⑵  統 括 支 援 員  

⑶  そ の 他 必 要 な 職 員  

２  セ ン タ ー 長 は ， 健 康 福 祉 部 長 を も っ て 充 て る 。  

（ 関 係 機 関 と の 連 携 ）  

第 ５ 条  セ ン タ ー は ， 関 係 機 関 と 連 携 を 密 に し ， 円 滑 か つ 効 果 的 な

支 援 を 実 施 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ６ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  



 （ 伊 丹 市 子 ど も 家 庭 総 合 支 援 拠 点 事 業 実 施 要 綱 の 廃 止 ）  

２  伊 丹 市 子 ど も 家 庭 総 合 支 援 拠 点 事 業 実 施 要 綱 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 制

定 ） は ， 廃 止 す る 。  


